
 

 

三重県地域医療対策協議会運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の２３の規定に基づき、三重県に

おける医師確保対策に関する事項について協議、調整を行う三重県地域医療対策協議会

（以下「協議会」という。）の運営に関し、必要な事項を定める。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議、調整を行う。 

 （１）キャリア形成プログラム（医師不足地域に派遣される医師の能力開発及び向上を

図るための計画）に関すること 

 （２）医師の派遣に関すること 

（３）医師不足地域に派遣された医師のキャリア形成支援及び負担軽減の措置に関する

こと 

 （４）医師法の規定によりその権限が属せられた事項に関すること 

 （５）医師確保のために大学と県が連携して行う取組に関すること 

（６）その他医療計画において定める医師の確保を図るために必要なこと 

 

（組織） 

第３条 協議会は、医療法の規定に基づき次に掲げる者の管理者その他の関係者をもって

組織し、知事が任命する。 

 （１）医療機関 

 （２）医療関係団体 

 （３）大学その他医療従事者養成に関係する機関 

 （４）関係市町 

 （５）住民を代表する団体等 

 （６）その他知事が必要と認める者 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 委員の再任は、これを妨げない。 

 

（会長） 

第４条 協議会に会長１名、副会長１名をそれぞれ置く。 

２ 会長は委員のうちから互選し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

  



（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時には、会長の決すると

ころによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、協議会の会議に委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴取することができる。 

 

（部会） 

第６条 協議会は、専門的な事項の調査や実務的な調整等のため、必要に応じて部会を置

くことができる。 

２ 部会を構成する委員は、会長が指名する。 

３ 部会には、部会長１名、副部会長１名を置く。 

４ 部会長は、部会の委員のうちから互選し、副部会長は部会長が指名する。 

５ 部会長は、部会の会務を総理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 部会長は、必要があると認めるときは、部会に属する委員以外の者の出席を求め、そ

の意見を聴取することができる。 

８ 部会長は、部会が決定した事項について、その内容を協議会に報告または提案するも

のとする。 

 

（事務局） 

第７条 協議会の事務を処理するため、三重県医療保健部に協議会の事務局を置く。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

 

附 則  この要綱は平成３０年１２月２７日から施行する。 

 

 

 


